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●
申
込
期
限

・
１
回
目　

11
月
10
日（
木
）

・
２
回
目　

11
月
21
日（
月
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
役
場
小
田
支
所

☎
０
８
９
２（
５
２
）３
１
１
１

●
テ
ー
マ　

簡
単
に
作
れ
る
お
せ

　

ち
料
理

●
日
時　

11
月
16
日（
水
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～

●
場
所　

う
ち
こ
福
祉
館

●
定
員　

15
人（
先
着
順
）

●
参
加
費　

一
人　

３
５
０
円

●
持
っ
て
く
る
物　

エ
プ
ロ
ン

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

う
ち
こ
福
祉
館

☎
０
８
９
３（
４
４
）３
４
１
０

●
日
時　

11
月
20
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
場
所　

内
子
本
町
商
店
街

　
　
　
　
　
　
（
１
～
８
丁
目
）

●
主
催　

う
ち
こ
１
０
０
円
商
店

　

街
実
行
委
員
会

●
後
援　

内
子
町
商
工
会
、
内
子

●
場
所　

㈱
天
神
産
紙
工
場

●
内
容　

五
十
崎
の
手
漉
き
和
紙

　

を
使
っ
た
各
種
商
品
の
展
示
・

　

販
売
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

●
主
催　

界か
い

隈わ
い

づ
く
り
委
員
会

【
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
商
工
会
五
十
崎
支
所

☎
０
８
９
３（
４
３
）１
５
０
０

　

小
田
深
山
の
秋
の
自
然
を
肌
で

感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

普
段
は
歩
く
こ
と
の
で
き
な
い

笠
取
山
か
ら
貝
な
ぎ
山
へ
の
尾
根

と
ブ
ナ
の
森（
約
４
㌔
）
を
歩
き

ま
す
。
途
中
、
自
然
ガ
イ
ド
に
よ

る
ツ
ア
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
体
験
し

ま
す
。

●
期
日

・
１
回
目　

11
月
12
日（
土
）

・
２
回
目　

11
月
23
日（
水
・
祝
）

●
時
間　

午
前
８
時
～
午
後
４
時

●
集
合
場
所　

内
子
分
庁
前

●
参
加
費　

２
０
０
０
円

　
（
交
通
費
、保
険
料
、ガ
イ
ド
料
）

●
準
備
す
る
物　

昼
食
、
飲
み
物
、

　

服
装（
帽
子
、
長
ズ
ボ
ン
、
運

　

動
靴
、
タ
オ
ル
、
雨
具
な
ど
）

※
尾
根
沿
い
は
、
腰
く
ら
い
ま
で

　

伸
び
た
笹
原
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
時
の
ケ
ガ
予
防

と
疲
労
を
た
め
な
い
体
づ
く
り
を

目
的
と
し
た
講
習
会
で
す
。
多
数

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

11
月
10
日（
木
）

　
　
　
　

午
後
７
時
～
９
時
30
分

●
場
所　

内
子
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

●
参
加
費　

無
料

●
講
師　

嶋
㟢
勝か

つ

行ゆ
き

さ
ん

　
（
㈲
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ｅ
代
表
、
日
本
体
育

　

協
会
公
認
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ト
レ
ー

　

ナ
ー
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
体
育
協
会
事
務
局

（
内
子
分
庁　

自
治
・
学
習
課
内
）

☎
０
８
９
３（
４
４
）２
１
１
４

●
テ
ー
マ　
「
暮
ら
し
の
中
に
五

　

十
崎
の
和
紙
を
」

●
日
時　

11
月
12
日（
土
）・
13
日

　
（
日
）の
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
13
日
は
午
後
４
時
ま
で

商
店
会
、
内
子
町　

他

【
問
い
合
わ
せ
】

う
ち
こ
１
０
０
円
商
店
街
実
行
委

員
会（
内
子
町
商
工
会
内
）

☎
０
８
９
３（
４
４
）２
０
６
６

　

消
火
や
救
急
・
救
助
活
動
は
１

分
１
秒
を
争
う
時
間
と
の
勝
負
で

す
。
ま
ず
は
落
ち
着
い
て
１
１
９

番
通
報
し
、
災
害
状
況
や
場
所
な

ど
を
正
し
く
伝
え
ま
し
ょ
う
。

●
１
１
９
番
通
報
で
伝
え
る
こ
と

・
火
災
で
す
か
／
救
急
で
す
か

・
場
所
は
ど
こ
で
す
か

・
何
が
燃
え
て
い
ま
す
か
／
ど
ん

　

な
症
状
で
す
か

※
携
帯
電
話
か
ら
も
市
外
局
番
な

　

し
の
１
１
９
番
で
つ
な
が
り
ま

　

す
が
、
場
所
の
特
定
に
時
間
が

　

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
で

　

き
る
だ
け
固
定
電
話
や
公
衆
電

　

話
か
ら
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

大
洲
消
防
署
内
子
支
署

☎
０
８
９
３（
４
３
）０
１
１
９

内
子
町
体
育
協
会
主
催

ス
ト
レ
ッ
チ
講
習
会

「
第
４
回
う
ち
こ
１
０
０
円

商
店
街
」の
お
知
ら
せ

11
月
９
日
は

「
１
１
９
番
の
日
」で
す

う
ち
こ
福
祉
館

健
康
講
座（
調
理
実
習
）

秋
の
小
田
深
山
を
歩
こ
う

「
尾
根
と
ブ
ナ
の
森
散
策
」

和
紙
の
魅
力
に
触
れ
て

「
第
９
回
和
紙
創
作
展
」

し

催

知

せ

ら

お

　期間中に山へ入る場合は十分ご注意く
ださい。また狩猟者は法令とマナーを守
り、安全な狩猟を心掛けましょう。
●狩猟期間
・イノシシ以外
　11月15日（火）～ 24年２月15日（水）
・イノシシ
　11月15日（火）～ 24年３月15日（木）
※農作物などへの被害が増加しているこ
　とから、イノシシに限り狩猟期間が１
　カ月延長されています。
●注意事項
・狩猟を行うには、狩猟免許と狩猟者登
　録が必要です。
・「とらばさみ」の使用は、狩猟期間中
　も法律で禁止されています。とらばさ
　みの設置を見かけた場合は、係までお
　知らせください。
【問い合わせ】
産業振興課　林業振興係（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１２３

・
公
売
に
参
加
す
る
に
は
、
イ
ン

　

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
パ

　

ソ
コ
ン
が
必
要
で
す
。
お
持
ち

　

で
な
い
場
合
は
役
場
で
代
理
手

　

続
き
を
行
い
ま
す
の
で
、
気
軽

　

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
予
約
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

税
務
課　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
係

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
３

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行

政
手
続
き
や
税
の
申
告
な
ど
を
行

う
際
は
、他
人
に
よ
る「
な
り
す
ま

し
」や
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
を
防
ぐ
た

め
、公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電

子
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

申
請
す
る
際
は
、
ご
本
人
が
窓

口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
物

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
（
持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
申

　

請
か
ら
交
付
ま
で
に
７
～
10
日

　

か
か
り
ま
す
。
ま
た
発
行
手
数

　

料
５
０
０
円
が
必
要
で
す
）

・
本
人
確
認
書
類

　
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
発
行
手
数
料　

５
０
０
円

●
有
効
期
間
は
３
年
間

　
　

引
き
続
き
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

　

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
入
札

　

予
定
品
の
参
加
を
申
し
込
む
。

・
参
加
申
込
期
間

　

11
月
４
日（
金
）～
17
日（
木
）

※
参
加
申
込
が
な
い
場
合
は
入
札

　

で
き
ま
せ
ん
。

⑶
入
札
す
る
。

・
入
札
期
間　

11
月
25
日（
金
）～

　

27
日（
日
）午
後
11
時
ま
で

⑷
代
金
納
付
・
書
類
提
出

・
提
出
期
限　

12
月
５
日（
月
）

⑸
落
札
物
件
の
引
き
渡
し

●
そ
の
他

・
参
加
条
件
や
詳
し
い
参
加
方
法

　

な
ど
は「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！　

官
公

　

庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン　

ヘ
ル
プ
」を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

町
税
滞
納
処
分
で
差
し
押
さ
え

た
動
産
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

公
売
し
ま
す
。
公
売
代
金
は
滞
納

町
税
に
充
当
し
ま
す
。
多
数
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

●
公
売
物
件
の
下
見
会

・
期
間

　

11
月
９
日（
水
）～
15
日（
火
）

・
場
所　

内
子
町
役
場　

税
務
課

※
予
約
が
必
要
で
す
。

●
参
加
方
法

⑴「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！　
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
」

　

の
Ｉ
Ｄ
を
取
得
す
る
。

⑵「
Ｙａ
ｈｏ
ｏ
！　
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」

　

す
る
場
合
は
再
度
申
請
し
て
く

　

だ
さ
い
。
有
効
期
間
内
で
も
、

　

住
所
や
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た

　

と
き
は
失
効
し
ま
す
。

●
申
請
窓
口
が
変
わ
り
ま
す

・
11
月
30
日（
水
）ま
で

　

内
子
町
役
場（
本
庁
）・
内
子

　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
内
子
分

　

庁
）・
小
田
支
所

・
12
月
１
日（
木
）か
ら

　

内
子
町
役
場（
本
庁
）の
み

【
問
い
合
わ
せ
】

住
民
課　

受
付
係

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
２

　

愛
媛
労
働
局
で
は
、
県
内
全
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る「
愛
媛

県
最
低
賃
金
」
を
改
正
し
、
10
月

20
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。
こ
の

決
定
に
よ
り
、
10
月
20
日
以
降
分

と
し
て
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
は

1
時
間
６
４
７
円
以
上
と
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

○
愛
媛
労
働
局　

賃
金
室

☎
０
８
９（
９
３
５
）５
２
０
５

○
八
幡
浜
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
８
９
４（
２
２
）１
７
５
０

差
し
押
さ
え
動
産
の

ネ
ッ
ト
公
売
を
行
い
ま
す

オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
に
は

電
子
証
明
書
が
必
要
で
す

愛
媛
県
最
低
賃
金
を

１
時
間
６
４
７
円
に
改
正

11月15日（火）から
県内での狩猟が解禁されます ◎期間　11 月 22 日（火）～ 30 日（水）

◎場所　内子町役場　税務課前

「税を考える週間」小・中学生書道作品展示


